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情報の広場

　市では、①小児および妊婦、②高齢者、③国民健康保険加入者の方を対象にインフルエンザ予防接種費を助成します。

※①と③は、ご本人や保護者が予防接種について理解し、希望によって行う任意予防接種となります

※②は予防接種法に基づく定期接種ですが、義務ではなく自らの意思と責任で接種を希望する方が対象となります

インフルエンザ予防接種費の助成
お
知
ら
せ

古川町保健センター

0577-73-2948

神岡町保健センター

0578-82-2233

対象者

助成金額

・小児（生後６カ月～高校生３年生相当まで）　　※１

・妊婦　　※２

申請窓口
・ハートピア古川　　　　　・河合振興事務所　　※４

・神岡町保健センター　　　・宮川振興事務所

申請窓口

接種時に飛騨市任意予防接種費助成券が必要です。

下記の手続きで交付を受けてください。

(1)指定医療機関（次頁参照）に接種の予約をしてください

(2)予約後、上記の窓口に助成対象となる方の母子健康手

　 帳（※５）を持参し、申請書をご記入ください。（９月26

　 日から申請を受け付けます）

(3)接種当日、助成券を医療機関に提出してください

助成回数
・妊婦および13歳以上は１回　　※３

・生後６カ月以上13歳未満は２回

１回につき2,200円（接種費用との差額は自己負担）

接種期間 令和４年10月１日～令和５年１月31日

受付時間 ８:30～17:15（土日祝日・年末年始を除く）

※１　接種日現在

※２　母子健康手帳の交付を受けた方、もしくは

　　　医療機関より妊娠証明書を発行された方

※３　13歳以上の基礎疾患を有する方で、著しく

　　　免疫反応が抑制されており、医師の判断に

　　　より２回接種が必要となる場合は助成回数

　　　が２回になります

※４　河合・宮川の振興事務所で申請をされる方

　　　は、助成券は後日郵送になります。助成券の

　　　到着までに１週間程度かかります。お急ぎ

　　　の方はハートピア古川にお越しください

※５　妊婦の方は今回の妊娠で発行された母子健

　　　康手帳となりますが、交付をまだ受けてい

　　　ない方は医療機関より発行された妊娠証明

　　　書をお持ちください

①小児および妊婦

対象者

接種期間

個人負担

1,630円（医療機関窓口で支払う額）

※委託医療機関外で予防接種を受けられた場

　合は、全額自己負担となる場合があります

令和４年10月１日～令和５年１月31日

実施方法 市指定の委託医療機関における個別接種

②高齢者

・ 接種日現在、満65歳以上の方

・ 60歳以上65歳未満で心臓、じん臓、呼吸器機 

　能またはヒト免疫不全ウイルスによる免疫 

　機能の障がいにより日常生活活動が極度に 

　制限される程度の障がい（障害者手帳１級 

　程度）を有する人

※接種を希望される方は、あらかじめ市指定の委託医療

　機関へ予約の上、接種を受けてください（飛騨市民病院

　は予約不要）

※詳しくは回覧チラシをご覧ください

市民保健課（本庁舎） 0577-73-7464

各振興事務所（国保担当係）

対象者

申請方法

接種期間 令和４年10月１日～令和５年１月31日

助成金額 一回のみ2,200円（差額は自己負担）

受付時間 ８:30～17:15（土日祝日・年末年始を除く）

実施方法 市指定の委託医療機関における個別接種

申請窓口 市民保健課（本庁舎）、各振興事務所

③国民健康保険加入者

飛騨市国民健康保険加入者で、

接種日現在において満50歳～64歳の方で、

②（高齢者）に該当しない方

※やむを得ず、時間内に窓口へ来ることができない場合

　は、下記の問い合わせ先までご相談ください

※詳しくは回覧チラシをご覧ください

接種の際には助成券が必要になります

(1)市内にある市指定の委託医療機関に予約

　 をしてください（次頁参照）（飛騨市民病

　 院は予約不要）

(2)予約後、上記の窓口に助成対象となる方

　 の国民健康保険者証を持参し、助成券の

　 交付を受けてください

(3)接種当日、助成券を医療機関に提出して

　 ください

0577-65-2381河合

0577-63-2311宮川 0578-82-2252神岡

上記①と②は

上記③は
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《インフルエンザ指定医療機関》

●小児・妊婦　　　 　　・医療機関によって、対象や年齢により接種を扱わない場合もあります

　　　　　　　　　　　・★印が付いている場合は、医療機関に直接ご確認ください

●高齢者　　　　　　　・上記の表に無い医療機関で接種をご希望の場合は、古川町保健センターまでご連絡ください

●国民健康保険加入者　・上記の表のうち【飛騨市内】の医療機関が対象となります（市外医療機関は対象外）

※飛騨市民病院は原則予約不要ですが、小児の方は予約をお願いします

【飛騨市内】（地域ごと50音順）

高齢者小児妊婦所在地 医療機関名 電話番号

〇〇〇江尻内科循環器科クリニック 0577-74-0041

〇★×

古川町

大高医院 0577-73-2051

〇★×垣内クリニック 0577-73-5500

〇〇〇河合医院 0577-74-1333

〇〇×河合町 河合診療所 0577-65-2020

〇××
宮川町

杉原診療所 0577-62-3006

〇××袖川診療所 0578-82-1155

〇★×玉舎クリニック 0577-73-7676

〇〇〇

神岡町

飛騨市民病院 0578-82-5959

〇〇〇古川病院 0577-73-2234

〇〇〇本町クリニック 0578-82-1177

〇〇〇宮川診療所 0577-63-2009

〇〇〇山之村診療所 0578-82-5505

【高山市内】（50音順）

高齢者小児妊婦医療機関名 電話番号

×★〇アルプスベルクリニック 0577-35-1777

〇〇〇久美愛厚生病院 0577-32-1115

〇××須田病院 0577-72-2100

〇××高山厚生病院 0577-32-1900

所在地

国府町

高山市
〇〇×水口医院 0577-32-0591

〇〇〇山下医院 0577-34-0017

×★×やまだ小児科 0577-35-1771

　市では、空家に関する条例を「飛騨市空家等の適正管理及び措置等に関する条例」として全面的に見直しました。

　この条例は９月議会定例会で議決され、本年12月１日から施行となりますので、その概要をお知らせします。

■条例見直しの要点

　今回の見直しでは、法律との整合を図るとともに、「緊急安全措置」規定を整備しました。「緊急安全措置」とは、空家

等の適正な管理が行われず、市民の生命・財産等に重大な危害を及ぼすおそれがある場合で、緊急に危険を回避する

必要があるときに、市が所有者等に代わって、危険を回避するための必要最低限度の措置を講ずるとともに、その費

用について所有者等に請求することができるようにするための規定です。

■空家の適正管理について

　今後は、空家等の窓、戸板、屋根等が損傷して部材が落下したり風雨によって周囲に飛散するおそれがある場合、あ

るいは、雪下ろしが行われていない空家等の屋根から雪塊が通行人の頭上に落ちてくるおそれがある場合などに、市

が所有者等に代わってその危険性を取り除き、その費用を所有者等に請求する事案が発生する場合があります。

空家等を所有又は管理する方は、そうした事案に該当することのないよう、今後も適正な管理を行っていただくよう

お願いします。

■条例の内容

　新条例の内容については、市ホームページで

ご覧いただけます。

危険な空き家の緊急安全措置を市が行えるようになります（空き家条例の見直し）
お
知
ら
せ

総務課 0577-73-7461
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「グリーンライフin飛騨」参加事業者の募集
募
　
集

　飛騨地域の脱炭素・循環型社会のライフスタイルへの転換を加速させるために、「グリーンライフin飛騨」を行

います。この取り組みは、環境に配慮した行動やサービスに協力いただいた場合に、お客様にさるぼぼポイントを

提供します。飛騨信用組合を代表に、高山市・飛驒市・白川村が協力して実施するものです。

　現在、当取り組みの参加事業者を募集中です。ぜひご参加ください。

■対象者

　飛騨地域（高山市・飛驒市・白川村）で事業を営む方

■事業内容

　消費期限間近の商品の購入、包装資材やアメニティ提供の辞退など、参加事業者があらかじめ定めた環境配慮行

動をされたお客様にさるぼぼポイントを付与します。

※ポイントは事業者負担

■事業者のメリット

　・さるぼぼポイントの付与による集客効果

　・環境にやさしい事業者（店舗）、SDGsへの貢献としてのPR効果など

税務課 0577-73-3742

■口座振替の方

　納期限前日までに残高の確認をお

　願いします。

■納付書の方

　納付書に記載の金融機関、コンビ

　ニ、スマートフォン決済アプリ等

　で納付してください。

毎月給与の支払いを受けている方は

勤務先の事業所で給与から住民税を

差し引く方法による納税ができます

ので、事業主にご相談ください。

市・県民税第３期分

納期限は10月31日（月）

お
知
ら
せ

選挙管理委員会事務局

0577-73-7461

お
知
ら
せ

募
　
集

　身体障がい者手帳、戦傷病者手帳

又は介護保険被保険者証のいずれか

をお持ちで、要件に該当する方は、

選挙時において郵便等による不在者

投票をすることができます。

　なお、郵便等による不在者投票制

度を利用される場合、あらかじめ

「郵便等投票証明書」の交付を受け

る必要があります。

　ご利用される場合は、選挙管理委

員会事務局までお問い合わせくださ

い。

選挙時における郵便等によ

る不在者投票制度

お
知
ら
せ

飛騨信用組合経営企画部

協力：環境課

0577-32-8988

0577-73-7482

飛騨警察署からのお知らせ

飛騨警察署 0577-73-0110

　岐阜県自転車の安全で適正な利用の

促進に関する条例が本年４月に施行と

なり、令和４年10月１日から自転車保

険への加入が義務化され、自転車利用

者のヘルメット着用が努力義務となり

ました。自転車保険への加入とヘル

メット着用をお願いします。

○自転車事故の高額賠償事例

　坂道を下ってきた小学５年生の自転

車が歩行中の女性と正面衝突し、女性

は意識が戻らない重症を負った事故。

監督責任を問われた保護者に約9,500

万円の支払い命令が出されました。

○ヘルメット着用状況別の致死率

　ヘルメット非着用で交通事故に遭っ

た場合、致死率が約３倍となります。

自転車条例施行！
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情報の広場

　令和５年飛騨市二十歳

のつどいを開催します。

■開催日時

　令和５年１月３日（火）

　14：00 ～

■会場

　【古川会場】飛騨市文化交流センター

　【神岡会場】神岡町公民館

■対象者

　　平成14年４月２日～平成15年４月１日生まれで、飛

　騨市に住民登録のある方、または平成29年度に飛騨市

　内の中学校などを卒業された方。

■出欠報告のお願い

　　対象者の方に、11月上旬に案内を送付します。案内

　する回答フォームより出欠をご報告ください。

　※二十歳のつどいに関する最新情報は、市公式ホーム

　　ページで随時お知らせします

令和５年　飛騨市二十歳のつどい

（旧成人式）

お
知
ら
せ

生涯学習課 0577-73-7495

お
知
ら
せ

募
　
集

 マスクの着用ができない方のため

に意思表示カードを市役所市民保健

課及び各振興事務所窓口に設置して

います。ぜひご利用ください。

※岐阜県有志保護者の会「みんなの

　笑顔を守る会」から寄贈されたも

　のと「憩いの家」作成のものがあ

　ります。

マスクの着用ができない方へ

の意思表示カードの配布

お
知
ら
せ

市民保健課（本庁舎）

0577-73-7464

お
知
ら
せ

募
　
集

　下記の日程で年金相談を行いま

す。（事前予約可）

■相談内容

　①年金受給に関すること

　②年金記録に関すること

■場所および日時

・神岡会場　神岡振興事務所

　11月10日（木）10：00～15：00

・古川会場　飛騨市役所

　11月24日（木）10：00～15：00

■持ち物

　①年金手帳または年金証書

　②本人確認書類（マイナンバー　

　　カード、運転免許証等）

　③委任状(本人が来庁できない場合)

高山年金事務所による

出張年金相談

お
知
ら
せ

（神岡）神岡振興事務所市民福祉係

0578-82-2252

（古川）市民保健課（本庁舎）

0577-73-7464

　輸血用の血液は、まだ人工的に造

れず、長期保存もできません。多く

の方々のご協力をお願いします。

■日時　11月10日（木）

　　　　14：00～16：30

■場所　飛騨市役所

11月の献血バス
お
知
ら
せ

■時間額　910円（30円UP！）

■施行　令和４年10月１日から岐阜

　県最低賃金は、年齢に関係なく、

　パートや学生アルバイトを含め、

　県内で働くすべての労働者に適用

　されます。

最低賃金「910円」に改定
お
知
ら
せ

古川町保健センター

0577-73-2948

岐阜労働局賃金室

058-245-8104

あしなが育英会フリーダイヤル

0120-77-8565（平日9:00～17:00）

　一般財団法人あしなが育英会では保護者が、病気や

災害（道路上の交通事故を除く）、自死（自殺）などで死

亡されたり、障がい認定（１～５級の認定）を受けて

いて、経済的な援助を必要としているご家庭のお子さ

んを対象に奨学金を給付します。

■応募資格

　高等学校（定時制・通信制を含む）・高等専門学校等、

　大学受験資格を得られる３年制の専修学校高等課程

　の１年生に進学を希望している中学３年生

■申請締切　12 月 15 日（消印有効）

■奨学金制度の概要

・奨学金は、給付型です

・奨学金は　月額３万円

・入学一時金制度は、無利子貸与型

　私立高校入学一時金 30 万円

・令和５年４月分から卒業まで

「あしなが育英会」奨学生募集
募
　
集
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総合政策課 0577-62－8880

　飛騨市の魅力や

取り組みを紹介す

る YouTube 動画や

ブログを市が認定

し、市民や飛騨市

ファンに広く紹介

する制度をスター

トします。

○市が認定した動画やブログには、認定ロゴを発行し、

　応募者の動画のサムネや発信媒体で掲載活用するこ

　とができます。（認定された動画・ブログのみの取り

　扱いです）

○市が認定した動画やブログは、市の公式情報発信媒

　体（ホームページや広報、SNS 等）で広く紹介します。

詳しくは飛騨市ホームページをご覧の上、ご応募くだ

さい。

飛騨市の魅力を発信する動画やブログを応

援します！

募
　
集

　認知症サポーター養成講座では、

認知症について学び、正しく理解し

た上で、望ましい対応について考え

ます。１時間半程度の講座です。

■認知症サポーター

　　認知症について正しく理解し、認知症の人やその

　家族を温かく見守る地域の応援者です。

　　認知症サポーター養成講座で得た知識を生かして、

　自分ができる範囲での見守り活動や、町中で困って

　いる人への声掛け等、地域で温かく見守っていただ

　ける理解者が増えることで、認知症の人も住み慣れ

　た家で暮らすことができます。

■申込先

　　オレンジの森（090-1408-1017）またはなないろ

　（080-7095-6575）までお申込ください。

認知症を学び、地域で支えよう！

認知症サポーター養成講座

お
知
ら
せ

神岡窓口 0578-82-1456

地域包括支援センター　古川窓口 0577-73-6233

相
　
談

お
知
ら
せ

募
　
集

公民館講座 笑いと健康講

座「元気の素は笑顔から」

イ
ベ
ン
ト

生涯学習課 0577-73-7495

■日時　11 月 22 日（火）

　　　　10:00 ～ 11:30

■会場　神岡町公民館

■講師　なかがわ　じゅんいち

■定員　70 名（先着順）

■申込先　古川町公民館（0577-73-

　　　　　6115）までお申し込みく

　　　　　ださい

　笑顔と笑い声

が元気を連れて

きます！落語に

手品、健康豆知

識等少しだけ覚

えていただくだ

けで、おうちで

も笑顔があふれます。ぜひ体感して

みませんか。（参加無料）

お
知
ら
せ

募
　
集

公民館講座 ドキュメンタリー

映画「ここに居るさ」上映

イ
ベ
ン
ト

生涯学習課 0577-73-7495

■日時　11 月３日（木）

　　　　13:15 ～ 15:00

■会場　古川町総合会館

■定員　70 名（先着順）

■申込先　古川町公民館（0577-73-

　　　　　6115）までお申し込みく

　　　　　ださい

※飛騨市社会福祉協議会共催

　高齢者たちが

暮らす高根町野

麦集落。不便さ

と不安と孤独を

抱えながらも、

過疎に生きる母たちが農業を生きが

いに強く生きる姿を描いた映画を上

映します。（参加無料）

お
知
ら
せ

募
　
集

　ドローンを用いた空撮により市の

PR動画を作成し、その出来栄えを競

うイベント「第２回飛騨市空撮コン

テスト」を８月に開催しました。

　「アウトドア夏！」をテーマに集

まった全11作品を市の公式YouTube

にて公開中です。

　動画は、市のPR目的であれば、ど

なたでもご活用いただけます。動画

データの提供も可能ですので、必要

な方は担当窓口までお問い合わせく

ださい。

 第１回コンテストの動画も同様に

利用できますので、ご覧ください。

飛騨市の空撮ＰＲ動画をご

活用ください

お
知
ら
せ

まちづくり観光課

0577-73-7463
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図 書 館 に お い で よ 新着図書ピックアップ

大人向けのオススメ 子ども向けのオススメ

『日本で一番わかりやすい
手相の本』

田口　二州/著　PHP研究所

　あなたの運勢や性格を手相から読み

解いてみませんか？基礎知識から線ご

との細かい解説までをイラスト付きで

わかりやすく紹介します。

『押す図鑑　ボタン』
西村　まさゆき/編・著

小学館

　バスや自販機、リモコンなどのよく

触るボタンから点灯式やクイズ番組、

参議院の投票ボタンなど見たことない

ボタンまで盛りだくさんの１冊！

飛騨市図書館 0577-73-5600 https://hida-lib.jp

お
知
ら
せ

募
　
集

　市では、飛騨産（飛騨地域内）の

お米を扱っている飲食店や旅館を

「飛騨の米取扱店」として認定して

います。認定店には、キャプション

スタンドなどを無償提供することで

お客さんに対して飛騨の米のPRを

行っています。

　現在、飛騨の米を取り扱っている

事業者、今後取り扱いを希望する事

業者は、ご相談ください。

飛騨の米取扱認定店を募集
募
　
集

お
知
ら
せ

募
　
集

　飛騨市の伝承作物でもある「えご

ま（あぶらえ）」。多くの方にえご

まの魅力を知ってもらうため、今年

も「飛騨えごま月間」を開催しま

す。期間中は、市内飲食店等での

「えごま」を使ったメニューの提供

があります。詳しくは飛騨市食の情

報サイトHIDAICHIをご覧ください。

■開催期間　

　11月１日（火）～30日（水）

「飛騨えごま月間」を開催

 します

イ
ベ
ン
ト

食のまちづくり推進課

0577-62-9010

食のまちづくり推進課

0577-62-9010

食のまちづくり推進課

0577-62-9010

お
知
ら
せ

募
　
集

　市では、市内で飛騨市産米を取扱

う個人、団体で飛騨市産米の商品

を、新たに開発される方を支援して

います。この機会に商品開発をしま

せんか？

■補助内容

　①新規ロゴや梱包材のデザイン

　②新規梱包材の制作

■補助率

　対象経費の１/２（上限20万円）

自慢のお米を商品化しませ

んか？

お
知
ら
せ

飛騨市図書館 0577-73-5600

神岡図書館 0578-82-1764

【飛騨市図書館】

暗がりライブラリー 2022

ハロウィンパーティー

■日時　10月21日（金） 17：00 ～ 20：00

　※館内が暗くなります

【神岡図書館】

HAPPY☆HALLOWEEN

■日時　10月22日（土） 14：00 ～ 17：00

詳細は各館にお問い合わせください

　ハロウィンの飾りつけのほか、記

念撮影コーナー、まじょのおはなし

会や謎解きもあります。ぜひ、仮装

をして遊びに来てください。

図書館でハロウィンを楽し

もう！

イ
ベ
ン
ト

HIDAICHI
ホームページ
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まちづくり観光課 0577-73-7463

■敷金　家賃の３カ月分　　■申込期間　10月24日(月)～10月31日(月)　　■入居予定日　12月1日(木)

※ＲＣ造…鉄筋コンクリート造　Ｓ造…鉄骨造

・入居資格について、所得等の条件がありますので、詳しくはお問い合わせください

・個人番号の記載箇所があるため郵送での受付ができません。都市整備課または各振興事務所まで直接ご提出ください

市営住宅入居者の募集
募
　
集

都市整備課 0577-73-0153（古川・河合・宮川） 神岡振興事務所 建設農林課 基盤係 0578-82-2254（神岡）

公募住宅

種類

募集戸数

所在地

構造・規模

間取り

家賃

新栄町団地

特公賃

（世帯用）１戸

古川町新栄町

Ｓ造３階建

３ＤＫ

杉崎団地

公営

（世帯用）１戸

古川町杉崎

Ｓ造２階建

３ＬＤＫ

山之村団地

公営

（世帯用）２戸

神岡町森茂

木造２階建

２ＬＤＫ

宮川団地

特公賃

（世帯用）１戸

宮川町林

木造２階建

２ＬＤＫ

西忍団地

公営

（世帯用）２戸

宮川町西忍

木造２階建

３ＬＤＫ

入居者の所得に応じて決定

駐車場使用料、共益費別途 駐車場使用料、共益費別途 共益費別途

打保住宅

特定

（単身用）１戸

宮川町打保

木造２階建

２ＤＫ

共益費別途共益費別途共益費別途

お
知
ら
せ

募
　
集

　飛騨市などを舞台に2002年４月から放送され

たNHK連続テレビ小説「さくら」。放送から20

年を記念して、メインキャストをゲストに迎

え、当時の思い出や20年後に明かされる裏話な

ど懐かしい映像とトークをお届けします。

　観覧は事前のお申込みが必要です。（郵便往

復はがきの申込のみ）申込方法について、詳し

くはNHK岐阜放送局のホームページをご覧くだ

さい。

http://nhk.jp/gifu

■日時　11月27日（日）13：30～15：00

■場所　飛騨市文化交流センター

　　　　スピリットガーデンホール

■出演　高野志穂、小澤征悦ほか

「おかえり！さくら」ファンミーティング in 飛騨市
お
知
ら
せ

お
知
ら
せ

募
　
集

 岐阜県では、子どもや若者の健全

育成のため、青少年が使用する携帯

電話やスマートフォンへのフィルタ

リング利用促進などの有害環境対策

や社会的自立支援に向けた取り組み

を行っています。

 ご家庭や地域においても、子ども

とコミュニケーションを図るなど、

身近な取り組みを通して、次代を担

う子ども達や若者の健やかな成長を

見守りましょう。

11月は子ども・若者育成支

援強調月間

お
知
ら
せ

生涯学習課 0577-73-7495

小澤征悦高野志穂
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11/30(水) 9:00～12:00
認知症地域支援推進員
☎080-7095-6575（火・水・金）

○

11/16(水) 9:00～12:00
認知症地域支援推進員
☎080-7095-6575（火・水・金）

○

もの忘れ相談
(もの忘れ・認知症の相談)

○ 11/17(木) 9:00～12:00

認知機能チェック　および　脳トレ

○ 11/24(木) 9:00～12:00

○ 11/9(水) 9:00～12:00

オレンジの森
古川町新栄町11-5
ツタビル２階
（1階にコインランドリーあり）

オレンジ相談なないろ
神岡町殿789-4　旧工藤医院

オレンジ相談なないろ
神岡町殿789-4　旧工藤医院

河合町 すこやか館
河合町角川318

○ 11/30(水) 9:00～12:00 宮川町公民館
宮川町林50-1

認知症地域支援推進員
☎090-1408-1017（月～金）

認知症地域支援推進員
☎090-1408-1017（月～金）

11/2(水) 10:00～15:00
総務課
☎0577-73-7461

消費生活相談員による無料相談
(専門の消費生活相談員による消費生活相談)

○ 飛騨市役所

10:00～17:00
11/1(火)、21(月)は19:00まで

古川町商工会

11/16(水) 13:00～17:00 神岡商工会議所

ビジネスサポート相談
(売上拡大、経営改善など経営上の相談)

○
21(月)、22(火)

11/1(火)、2(水) 古川町商工会
☎0577-73-2624

商工課
☎0577-62-8901

11/16(水) 13:30～15:30
飛騨保健所
☎0577-33-1111（内線312）

こころの健康相談
（精神科医師によるこころの相談）

○

11/10(木) 13:30～15:30
古川町保健センター
☎0577-73-2948

こころの相談室
（精神保健福祉士によるこころの相談）

○ ハートピア古川

相談コーナー
相談名 ・ 相談内容 要予約 実施日 場所時間 問い合わせ

13:00～16:00 古川町公民館若者就労相談
(若者を対象とした就労相談)

ハローワーク出張相談
(職業相談、シルバー人材入会説明)

○

-

11/2(水)、9(水)

16(水)、30(水)

県若者サポートステーション
☎0577-35-4770

11/29(火) 11:00～15:00 古川町公民館
ハローワーク高山
☎0577-32-1144

11/14(月) 13:00～15:00 神岡商工会議所
ハローワーク高山
☎0577-32-1144

神岡町保健センター○

もの忘れ相談
(認知機能チェックおよび脳トレ)

相談窓口情報を悩み別に検索できるサイト（コード）です。

電話でのご相談も受け付けています。

こころの健康相談統一ダイヤル　℡0570-064-556

こころといのちの

相談窓口

【相談窓口】

・性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援セン

　ター　　　　　　＃ 8891

・ＤＶ相談ナビ　　　 ＃8008

・ＤＶ相談ナビ＋　　0 120-279-889

・配偶者暴力相談支援センター　　 0577-36-2531

・岐阜県女性相談センター　　 058-213-2131

・子育て応援課（専用）

子育て応援課 0577-73-2458 子育て応援課 0577-73-2458

　子育ての小さな悩みや不安の積み重ねなど、さまざ

まな理由で起こる児童虐待は親子を傷つけ苦しめます。

勇気をだして次の相談窓口へ相談・連絡してください。

11 月は児童虐待防止推進月間
お
知
ら
せ

　11月12日から25日は「女性に対する暴力をなくす運

動」期間、11月25日は「女性に対する暴力撤廃国際

日」です。配偶者等からの暴力（DV）、性犯罪・性暴

力、ストーカー行為などの女性への暴力は決して許さ

れません。

 もしも自分自身やあなたの周りの人が悩んでいたら、

勇気を出して相談窓口にご相談ください。

11月は女性に対する暴力をなくす運動期間
お
知
ら
せ

・あなた自身が出産や子育てに悩んだら

・周りの親子で気になる様子などがあれば

・虐待を受けたと思われる子どもがいたら

※連絡は匿名で行うことも可能です

※連絡者や連絡内容に関する秘密は守られます

【相談窓口】

・児童相談所虐待対応ダイヤル　　189（いちはやく）

・飛騨子ども相談センター　　0577-32-0594

・ひだ子ども家庭支援センターぱすてる

　　0577-37-1061

・子育て応援課（専用） 080-2621-7281
080-2621-7281


